
令 和 ７ 年 ４ 月 ８ 日  

                                        国土交通省 中部地方整備局 

 

大規模災害に備えて中部地整管内の電力事業者と 

「災害時の相互協力に関する協定」を締結します 
 

 

 

 

 

 

 

１．概 要  

  南海トラフ巨大地震等の災害発生時においては、道路上にがれき、倒木、土砂、損壊した送

配電機器が散乱していることが想定され、道路啓開作業や停電復旧作業に遅れが生じることが

懸念されます。 

本協定に基づく相互協力により、中部地方整備局の迅速かつ効率的な道路啓開作業及び電力

事業者の早急な停電復旧作業等を実現し、被災地の救援・復旧に繋げることで、地域社会に貢

献してまいります。 

詳細は別紙１をご覧ください。 

 

２．締結書の締結日 

   令和７年４月８日（火） 

 

３．協定締結先 

   電力事業者（五十音順） 

    ・関西電力送配電株式会社 

    ・中部電力パワーグリッド株式会社 

・東京電力パワーグリッド株式会社 

・北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社 

 

発表記者クラブ 

中部地方整備局記者クラブ 

 

問い合わせ先 

国土交通省中部地方整備局 道路部 

道路管理課長   舟橋 邦顕 （ふなはし くにあき） 

道路防災調整官  大熊 健史 （おおくま たけし） 

電話：０５２－９５３－８１７６（直通）     

中部地方整備局と関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、東京電力

パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社は、大規模災害時に

円滑な相互協力を図ることを目的とした｢災害時の相互協力に関する協定」（以下「本協定」）

を締結しますので、お知らせいたします。 

なお、中部地方整備局と中部電力パワーグリッド株式会社は、本日、協定締結式を行いま

す。 



「災害時の相互協力に関する協定」の内容 別紙１

電力事業者

・関西電力送配電(株)
・中部電力パワーグリッド(株)
・東京電力パワーグリッド(株)
・北陸電力(株)
・北陸電力送配電(株)


